
（様式第１） 許認可事項一覧 都市建設部

許認可等
の類型

許認可等の内容
（条項）

審査基準
（条項）

標準処理期間
（日）

都2

都市計画課 3 都市計画法 2

開発行為の許可
（第２９条第１項
及び第２項）

①開発許可の基準
（第３３条第１項
及び第３４条）
②開発許可の基準
を適用するについ
て必要な技術的細
目（令第２３条の
２から第２９条及
び省令第２４条か
ら第２７条）
③鹿沼市開発許可
等審査基準
④鹿沼市宅地開発
指導要綱

２０日。ただ
し、開発区域の
面積が５ｈａ以
上の場合は３０
日。

都3

都市計画課 3 都市計画法 2

開発行為の変更の
許可（第３５条の
２第１項）

①開発許可の基準
（第３５条の２第
４項において準用
する第３３条第１
項及び第３４条）
②開発許可の基準
を適用するについ
て必要な技術的細
目（令第２３条の
２から第２９条及
び省令第２４条か
ら第２７条）
③鹿沼市開発許可
等審査基準
④鹿沼市宅地開発
指導要綱

１５日

都4

都市計画課 3 都市計画法 2
工事完了前におけ
る建築制限等の解
除の承認（第３７
条第１号）

鹿沼市開発許可等
審査基準第１１条

１０日

都6

都市計画課 3 都市計画法 2 予定建築物等以外
の建築物等の新築
等の許可（第４２
条第１項ただし
書）

鹿沼市開発許可等
審査基準第１３条

１５日

都7

都市計画課 3 都市計画法 2

開発許可を受けた
土地以外の土地に
おける建築等の許
可（第４３条第１
項）

①許可の基準（法
第４３条第２項）
②許可の基準（令
第３６条）
③鹿沼市開発許可
等審査基準第１４
条

１５日

都10

都市計画課 3 都市計画法 2 都市計画事業等の
区域内における建
築の許可（第５３
条）

①許可の基準（第
５４条）
②政令で定める場
合（施行令第３７
条の４）

７日

都14

都市計画課 3 土地区画整理
法

2
事業計画の決定等
の公告から換地処
分の公告までの期
間における建築行
為等の許可（第７
６条第１項）

別紙のとおり
（土地区画整理
法第７６条第１
項の建築行為の
許可に関する審
査基準）

１０日

都15

都市計画課 3 土地区画整理
法

土地の原状回復
その他の措置命
令（第７６条第
４項）

都21
都市計画課 2 栃木県景観条

例
建築行為等の届
出（第１３条）

都22
都市計画課 2 栃木県景観条

例
大規模行為の届
出（第２０条）

申請による許認可等

不利益処分
（条項）

届出
（条項）

№ 所管課
法令
区分

法令名
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都27
都市計画課 2 栃木県屋外広

告物条例
2 禁止地域等以外で

の広告物等表示の
許可（第５条）

審査基準（施行規
則第２条）

７日

都32
都市計画課 2 栃木県屋外広

告物条例
2 許可期間の更新

（第１３条第３
項）

審査基準（施行規
則第２条）

７日

都33
都市計画課 2 栃木県屋外広

告物条例
2 広告物等の変更等

の許可（第１４条
第１項）

審査基準（施行規
則第２条）

７日

都34

都市計画課 2 栃木県屋外広
告物条例

許可に係る広告
物等の除去の届
出（第１８条第
２項）

都37
都市計画課 2 栃木県屋外広

告物条例
広告物等の管理
者等の届出（第
２４条）

都40

都市計画課 3 国土利用計画
法

土地に関する権
利の移転又は設
定後における利
用目的等の届出
（第２３条第１
項）

都44

都市計画課 3 高齢者、障害
者等の移動等
の円滑化の促
進に関する法
律

特定路外駐車場
に係る基準適合
命令（第１２条
第３項）

都92

都市計画課 3 公有地の拡大
の推進に関す
る法律

都市計画施設の
区域内等で土地
を譲渡する場合
の届出（第４条
第１項）

都99

維持課 3 河川法 2 準用河川区域内の
土地の占用の許可
（第１００条にお
いて準用する第２
４条）

未設定（②） 未設定（②）

都130
整備課 1 鹿沼市都市公

園条例
1 都市都市公園内の

行為の許可（第５
条第１項）

許可の基準（第５
条第２項）

７日

都131
整備課 1 鹿沼市都市公

園条例
1 行為の禁止（第

６条）

都132
整備課 1 鹿沼市都市公

園条例
利用の禁止又は
制限（第７条）

都133
整備課 1 鹿沼市都市公

園条例
1 都市公園の占用の

許可（第１０条第
１項）

許可の基準（第１
０条第１項）

７日

都134

整備課 1 鹿沼市都市公
園条例

1 都市公園の使用料
等の分割納付の承
認（第１３条第４
項）

承認の基準（第１
３条第４項）

７日

都135
整備課 1 鹿沼市都市公

園条例
4 都市公園の使用料

等の還付の承認
（第１４条）

使用料等の還付
（第１４条）

７日

都136
整備課 1 鹿沼市都市公

園条例
4 都市公園の使用料

等の減免（第１５
条）

減免の基準（第１
５条）

７日

都137

整備課 1 鹿沼市都市公
園条例

都市公園内の行
為の許可等の取
消し等の命令
（第１６条）

都138

整備課 1 鹿沼市都市公
園条例

都市公園施設の
設置工事の完了
等の届出（第１
８条）

都139

整備課 1 鹿沼市都市公
園条例

都市公園内の無
許可の行為等の
違反者への過料
処分（第２０
条）
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都140

整備課 1 鹿沼市都市公
園条例

不正な手段によ
る使用料等の徴
収を免れた者へ
の過料処分（第
２１条）

都141

整備課 1 鹿沼市都市公
園条例

違反者に対する
責任としての事
業主への過料処
分（第２２条）

都142

整備課 1 鹿沼市河川公
園条例

1

河川公園内の行為
の許可（第４条第
１項）

許可の基準（第４
条第３項において
例によることとさ
れている鹿沼市都
市公園条例第５条
第２項）

７日

都143
整備課 1 鹿沼市河川公

園条例
行為の禁止（第
５条）

都144
整備課 1 鹿沼市河川公

園条例
利用の禁止又は
制限（第６条）

都145

整備課 1 鹿沼市河川公
園条例

1
河川公園の占用の
許可（第７条にお
いて例によること
とされている鹿沼
市都市公園条例第
１０条第１項）

許可の基準（鹿沼
市都市公園条例第
１０条第１項）

７日

都146

整備課 1 鹿沼市河川公
園条例

4
河川公園の占用料
の還付の承認（第
８条第２項におい
て例によることと
されている鹿沼市
都市公園条例第１
４条）

承認の基準（鹿沼
市都市公園条例第
１４条）

７日

都147

整備課 1 鹿沼市河川公
園条例

4
河川公園の占用料
の減免（第８条第
２項において例に
よることとされて
いる鹿沼市都市公
園条例第１５条）

減免の基準（鹿沼
市都市公園条例第
１５条）

７日

都148

整備課 1 鹿沼市河川公
園条例

河川公園内の行
為の許可等の取
消し等の命令
（第９条）

都149

整備課 1 鹿沼市河川公
園条例

河川公園の占用
の工事の完了等
の届出（第１２
条）

都150

整備課 1 鹿沼市河川公
園条例

河川公園内の無
許可の行為等の
違反者への過料
処分（第１３
条）

都151

整備課 1 鹿沼市河川公
園条例

不正な手段によ
る使用料等の徴
収を免れた者へ
の過料処分（第
１４条）

都152

整備課 1 鹿沼市河川公
園条例

違反者に対する
責任としての事
業主への過料処
分（第１５条）

都153

整備課 1 鹿沼市みちの
休憩所条例

1

みちの休憩所内の
行為の許可（第３
条第１項）

許可の基準（第３
条第３項において
例によることとさ
れている鹿沼市都
市公園条例第５条
第２項）

７日
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都154
整備課 1 鹿沼市みちの

休憩所条例
行為の禁止（第
４条）

都155
整備課 1 鹿沼市みちの

休憩所条例
利用の禁止又は
制限（第５条）

都156

整備課 1 鹿沼市みちの
休憩所条例

1 みちの休憩所の占
用の許可（第６条
において例による
こととされている
鹿沼市都市公園条
例第１０条第１
項）

許可の基準（鹿沼
市都市公園条例第
１０条第１項）

７日

都157
整備課 1 鹿沼市みちの

休憩所条例
原状回復の届出
（第７条第２
項）

都158

整備課 1 鹿沼市みちの
休憩所条例

4
みちの休憩所の使
用料等の還付の承
認（第８条第２項
において例による
こととされている
鹿沼市都市公園条
例第１４条）

承認の基準（鹿沼
市都市公園条例第
１４条）

７日

都159

整備課 1 鹿沼市みちの
休憩所条例

4
みちの休憩所の使
用料等の減免（第
８条第２項におい
て例によることと
されている鹿沼市
都市公園条例第１
５条）

減免の基準（鹿沼
市都市公園条例第
１５条）

７日

都160

整備課 1 鹿沼市みちの
休憩所条例

みちの休憩所内
の行為の許可等
の取消し等の命
令（第９条）

都161

整備課 1 鹿沼市みちの
休憩所条例

みちの休憩所内
の無許可の行為
等の違反者への
過料処分（第１
２条）

都162

整備課 1 鹿沼市みちの
休憩所条例

不正な手段によ
る使用料等の徴
収を免れた者へ
の過料処分（第
１３条）

都163

整備課 1 鹿沼市みちの
休憩所条例

違反者に対する
責任としての事
業主への過料処
分（第１４条）

都164

整備課 3 都市緑地法 緑地保全地域に
おける行為の届
出（第８条第１
項）

都165

整備課 3 都市緑地法 緑地保全地域に
おける行為の禁
止、制限、命令
（第８条第２
項）（未設定
（②））

都166

整備課 3 都市緑地法 緑地保全地域内
における原状回
復命令（第９条
第１項）（未設
定（②））

都167

整備課 3 都市緑地法 2 特別緑地保全地区
における行為の許
可（第１４条第１
項）

未設定（②） 未設定（②）

4/8



（様式第１） 許認可事項一覧 都市建設部

許認可等
の類型

許認可等の内容
（条項）

審査基準
（条項）

標準処理期間
（日）

申請による許認可等

不利益処分
（条項）

届出
（条項）

№ 所管課
法令
区分

法令名

都168

整備課 3 都市緑地法 特別緑地保全地
区における原状
回復命令（第１
５条）（未設定
（②））

都169

整備課 3 都市緑地法 6
管理協定の締結に
関する認可（第２
４条第５項（第２
８条において準用
する場合を含
む。））

認可の基準（①第
２６条）②管理規
程の基準（都市緑
地法施行規則第６
条）

未設定（②）

都170

整備課 3 都市緑地法 緑地管理機構の
名称、住所又は
事務所の所在地
の変更の届出
（第６８条第３
項）

都171

整備課 3 都市緑地法 緑地管理機構の
業務の運営に関
する改善命令
（第７１条）
（未設定
（②））

都172

整備課 3 都市緑地法 緑地管理機構の
指定の取消し
（第７２条第１
項）（未設定
（②））

都175
維持課 3 道路法 2 道路管理者以外の

者が行う工事の承
認（第２４条）

承認の基準（施行
令第３条等）

１４日

都176

維持課 3 道路法 2
道路の占用の許可
（第３２条第１
項）

①道路占用の許可
基準（第３３条）
②鹿沼市道路占用
許可基準

１４日

都177

維持課 3 道路法 2

道路の占用の許可
事項の変更の許可
（第３２条第３
項）

①道路占用の許可
事項の変更の許可
（第３２条第３
項）
②鹿沼市道路占用
許可基準

１４日

都178

維持課 3 道路法 2 水道、電気、ガス
事業等のための道
路の占用の許可
（第３６条第１
項）

①道路占用の許可
基準（第３６条第
２項）
②鹿沼市道路占用
許可基準

１４日

都182
維持課 3 道路法 2 特殊車両の通行許

可（第４７条の２
第１項）

未設定（④） １４日

都235
建築指導課 3 建築基準法 2 建築確認（第６条

第１項）
未設定（⑤） ７日～３５日

都236
建築指導課 3 建築基準法 2 建築物の仮使用の

承認（第７条の６
第１項第１号）

未設定（④） ２１日

都240
建築指導課 3 建築基準法 建築監視員の措

置（第９条の
２）

都244

建築指導課 3 建築基準法 建築物の工事及
び除却の届出
（第１５条第１
項）

都245
建築指導課 3 建築基準法 2 予定道路の指定

（第４２条第１項
第４号）

指定の基準（第４
２条第１項第４
号）

２０日
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都246

建築指導課 3 建築基準法 2
道路の位置の指定
（第４２条第１項
第５号）

指定の基準（建築
基準法施行令第１
４４条の４及び鹿
沼市道路位置指定
取扱い基準）

３０日

都308
建築指導課 3 建設工事に係

る資材の再資
源化等に関す
る法律

対象建設工事の
届出等（第１０
条）

都316
建築指導課 2 栃木県ひとに

やさしいまち
づくり条例

特定施設の新築
等の届出（第１
６条第１項）

都317

建築指導課 2 栃木県ひとに
やさしいまち
づくり条例

特定施設の新築
等の内容変更の
届出（第１６条
第２項）

都320
建築指導課 1 鹿沼市建築基

準法施行細則
工事監理者の設
定の届出（第３
条第１項）

都322
建築指導課 1 鹿沼市建築基

準法施行細則
工事施工者の設
定の届出（第４
条第１項）

都324
建築指導課 1 鹿沼市建築基

準法施行細則
建築主等の変更
の届出（第１０
条第１項）

都325

建築指導課 1 鹿沼市建築基
準法施行細則

工事の計画の取
りやめの届出
（第１１条第１
項）

都326
建築指導課 1 鹿沼市建築基

準法施行細則
工事の取りやめ
の届出（第１１
条第２項）

都329
建築指導課 1 鹿沼市中高層

建築物指導要
綱

中高層建築物の
届出（第５条第
１項）

都331

建築指導課 3 長期優良住宅
の普及の促進
に関する法律

2 長期優良住宅建築
等計画の認定（第
５条第１項、第２
項及び第３項）

認定の基準（第６
条）

未設定（④）

都332
建築指導課 3 長期優良住宅

の普及の促進
に関する法律

2 長期優良住宅建築
等計画の変更の認
定（第８条）

認定の基準（第６
条）

未設定（②）

都333

建築指導課 3 長期優良住宅
の普及の促進
に関する法律

2 譲渡人を決定した
場合における認定
を受けた長期優良
住宅建築等計画の
変更（第９条）

認定の基準（第６
条）

未設定（②）

都339

建築指導課 3 エネルギーの
使用の合理化
に関する法律

第一種特定建築
物に係る届出
（第７５条第１
項）

都340

建築指導課 3 エネルギーの
使用の合理化
に関する法律

第二種特定建築
物に係る届出
（第７５条の２
第１項）

都341

建築指導課 建築物のエネ
ルギー消費性
能の向上等に
関する法律

認定建築主に対
する改善命令
（第３３条）

都342

建築指導課 建築物のエネ
ルギー消費性
能の向上等に
関する法律

建築物エネル
ギー消費性能向
上計画の認定の
取消し（第３４
条）
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（様式第１） 許認可事項一覧 都市建設部

許認可等
の類型

許認可等の内容
（条項）

審査基準
（条項）

標準処理期間
（日）

申請による許認可等

不利益処分
（条項）

届出
（条項）

№ 所管課
法令
区分

法令名

都352

建築課 1 鹿沼市市営住
宅条例

1

入居者の選考及び
決定（第１０条）

①入居者の資格
（第６条第１項）
②更新住宅の入居
資格（第６条の
３）
③入居者資格の特
例（第８条）
④入居者の選考及
び決定の基準（第
１０条）

１４日

都355

建築課 1 鹿沼市市営住
宅条例

1 入居補欠者の入居
順位決定及び入居
者の決定（第１２
条）

決定の基準（別途
設定）

１４日

都358
建築課 1 鹿沼市市営住

宅条例
1 新たな連帯保証人

の承認（第１４条
第３項）

承認の基準（第１
４条第１項及び第
２項）

１４日

都359

建築課 1 鹿沼市市営住
宅条例

1 入居時に同居して
いた親族以外の者
の同居の承認（第
１５条）

①承認の基準（条
例第１５条、法第
１１条及び法第３
２条第１項第１号
から第５号まで）

１４日

都360
建築課 1 鹿沼市市営住

宅条例
同居者の異動の
届出（第１５条
第４項）

都361

建築課 1 鹿沼市市営住
宅条例

1

入居者死亡等にお
ける入居承継の承
認（第１６条）

①承認の基準（公
営住宅法施行規則
第１２条）
②収入の制限（法
施行令第９条第１
項）
③明渡しの要件
（法第３２条第１
項第１号から第５
号まで）

１４日

都362

建築課 1 鹿沼市市営住
宅条例

1

入居者の収入の額
の認定（第１８条
第３項）

認定の基準（①公
営住宅法施行規則
第７条②公営住宅
法第１６条第１項
③公営住宅法施行
令第１条第３号④
条例第６条第２項
及び第３項）

未設定（④）

都363
建築課 1 鹿沼市市営住

宅条例
4 家賃の減免又は徴

収猶予の認定（第
１９条）

認定の基準（第１
９条）

１４日

都365

建築課 1 鹿沼市市営住
宅条例

１５日以上の起
居しないときの
届出（第２７
条）

都366
建築課 1 鹿沼市市営住

宅条例
1 市営住宅以外の用

途使用の承認（第
２９条）

未設定（④） ５日

都367
建築課 1 鹿沼市市営住

宅条例
1 模様替え等の承認

（第３０条第１項
ただし書）

承認の基準（第３
０条第１項ただし
書、第２項）

５日

都374
建築課 1 鹿沼市市営住

宅条例
1 駐車場の使用許可

（第５９条及び第
６１条）

許可の基準（第６
０条）

５日

都377
建築課 1 鹿沼市市営住

宅条例
1 市営住宅等の敷地

の目的外使用の許
可（第７１条）

未設定（④） 未設定（②）
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許認可等
の類型

許認可等の内容
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不利益処分
（条項）

届出
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№ 所管課
法令
区分

法令名

都379

建築課 1 鹿沼市市営従
業員用住宅条
例

1

入居者の選考及び
決定（第９条）

①入居者の資格
（第６条）
②入居者の資格の
特例（第７条）
③選考の基準（第
９条第１項）

１４日

都389

建築課 1 鹿沼市市営従
業員用住宅条
例

1
模様替えの承認
（第３０条第１項
ただし書）

①許可の範囲（規
則第１２条第４
項）
②承認の条件（第
３０条第２項）

５日

都447

建築課 1 鹿沼市空き家
等の適正管理
に関する条例

正当な理由なく
勧告に係る措置
をとらない者に
対する措置命令
（第９条）
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